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デイサービスセンター白寿通所介護事業所 

（地域密着型通所介護・介護予防日常生活支援総合事業第 1号通所事業） 

利用重要事項説明書 

 

 

 

1．組合概要 

 

設  置  主  体 香南香美老人ホーム組合 

組   合   長 濱 田 豪 太 

組合事務所所在地 高知県香南市野市町母代寺 188番地 

電話番号（FAX） 0887－56－0181（FAX 0887―56－0439） 

構 成 市 香美市・香南市 

実  施  事  業 

＜三宝荘＞ 

介護老人福祉施設：特別養護老人ホーム三宝荘 

デイサービスセンター三宝通所介護事業所 

三宝荘短期入所生活介護事業所（介護予防短期入所生活介護） 

三宝荘居宅介護支援事業所 

 

＜白寿荘＞ 

介護老人福祉施設：特別養護老人ホーム白寿荘 

デイサービスセンター白寿通所介護事業所 

白寿荘短期入所生活介護事業所（介護予防短期入所生活介護） 

白寿荘居宅介護支援事業所 

養護老人ホーム白寿荘 

 

２．事業所の概要 

事業所名（定員） デイサービスセンター白寿通所介護事業所（18人） 

所  在  地  高知県香美市香北町永野 2152番地 

管  理  者  名 寺 田 義 文 

電 話 番 号  0887－59－2287 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 0887－59－2326 

事業者指定番号 第 3972100113 号 

サービス実施地域 香美市 



 2 

 

３．事業所の職員配置状況                  

 （2024年 4月 1日）  

職 種 常 勤 非 常 勤 計 

管 理 者 1（兼）  1（兼） 

生 活 相 談 員    1      1 

看 護 師 1 1 2 

介  護  員    3   3 

 

４.営業日及び時間 

  営  業  日   月曜日から金曜日まで 

  サービス提供時間  午前 9時 30 分から午後 3時 45 分 

  ※土曜日・日曜日・国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）

に規定する休日及び年末年始休（12 月 29日～1 月 3 日）又、大雨・台風・

積雪等送迎に危険が伴われると判断される場合、休業します。 

 

５．キャンセル 

  利用者の都合でサービスの利用をキャンセルする場合は、サービス利用日

の前日までにご連絡ください。 

 

６．サービス内容 

 （１）日常生活上の援助 

 （２）健康状態の確認 

 （３）機能訓練 

 （４）送迎 

 （５）入浴 

 （６）食事 

 （７）口腔ケア 

 （８）相談助言等に関すること 
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７．利用料金及び利用者負担 

介護保険からの給付サービスを利用する場合の利用者負担金は、原則とし

て利用料金の１割です。ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス

利用は全額自己負担となります。 

（1）利用料金 

地域密着型通所介護費（日額） 

1割負担（2割負担） 

要 介 護 度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

地域通所介護４ 
（6 時間以上 7 時間未満） 

678円 

（1,356円） 

801円 

（1,602円） 

925円 

（1,850円） 

1,049円 

（2,098円） 

1,172円 

（2,344円） 

サービス提供体制

強化加算Ⅰ 

22円 

（44円） 

22円 

（44円） 

22円 

（44円） 

22円 

（44円） 

22円 

（44円） 

入浴介助加算Ⅰ 
40円 

（80円） 

40円 

（80円） 

40円 

（80円） 

40円 

（80円） 

40円 

（80円） 

昼食代（おやつ代込） 570円 570円 570円 570円 570円 

1日の料金 
1,310円 

（2,050円） 

1433円 

（2,296円） 

1,557円 

（2,544円） 

1,681円 

（2,792円） 

1,804円 

（3,038円） 

〇送迎減算 

事業者が送迎を実施していない場合は、片道につき 47円安くなります。（往復 94円） 

介護予防日常生活支援総合事業第 1号通所事業費（月額） 

令和 6年 5月まで                 1割負担（2割負担）        

要 介 護 度 要支援１※週１ 要支援２※週 1 要支援２※週 2 

通所型独自サービス 
1,672円 

（3,344円） 

1,672円 

（3,344円） 

3,428円 

（6,856円） 

サービス提供体制強

化加算Ⅰ 

88円 

（176円） 

88円 

（176円） 

176円 

（352円） 

昼食代（おやつ代込） 570円 570円 570円 

月額料金 

※要支援 1：4回 

※要支援 2：8回 

4,040円 

（5,800円） 

4,040円 

（5,800円） 

8,164円 

（11,768円） 

令和 6年 6月から                     1割負担（2割負担） 

要 介 護 度 要支援１※週１ 要支援２※週 1 要支援２※週 2 

通所型独自サービス 
1,798円 

（3,596円） 

1,672円 

（3,596円） 

3,621円 

（7,242円） 

サービス提供体制強

化加算Ⅰ 

88円 

（176円） 

88円 

（176円） 

176円 

（352円） 

昼食代（おやつ代込） 570円 570円 570円 

月額料金 

※要支援 1：4回 

※要支援 2：8回 

4,166円 

（6,052円） 

4,166円 

（6,052円） 

8,357円 

（12,154円） 

〇送迎減算 

事業者が送迎を実施していない場合は、片道につき 47円安くなります。（往復 94円） 

※介護保険被保険者証の更新、又は、要介護度区分変更等の為、要介護認が１ヶ月以

上遅れた場合は、利用料金等の請求が翌月に繰り越されます。 
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（2）介護保険給付対象外の利用料金 

    ① 食事代 （おやつ代込）          昼食 570円 

② おむつ代等                   実 費 

 

８. 利用料の支払い方法 

   月締めで毎月 10日までに利用料及び費用の請求をしますので、下記の

いずれかの方法でお支払いください。 

  （1）契約者指定口座より、振替（ＪＡ高知県に限る）   

  （2）利用時または窓口での現金払い 

  （3）指定口座に振り込み 

銀行名 支店名 口座番号 名義人 

四国銀行 野市支店 普通：0363966 
香南香美老人
コウナンカミロウジン

ホーム
ホ ー ム

組合
クミアイ

 

会計
カイケイ

管理者
カンリシャ

髙
タカ

橋
ハシ

美
ミ

弥
ヤ

 

   

※保険料の滞納等により、市町村から保険給付金が支払わない場合は、一旦利用

料金の全額をお支払頂きます。その際「サービス提供証明書」を発行しますの

で、後日市町村に提出しますと保険給付金の全額の払い戻しを受けることが出

来ます。 

 

９．当事業所の基本方針及び運営方針 

（基本方針） 

  ご利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した

日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の援助及び機能訓練

を行なうことにより、ご利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持

並びにご利用者のご家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。 

（運営方針） 

（１）本事業所において提供する地域密着型通所介護及び介護予防日常生活

支援総合事業第 1号通所事業（以下「通所介護及び総合事業」という。）

は、介護保険法並びに関係する厚生労働省令、告示の趣旨及び内容に

沿ったものとする。 

 （２）ご利用者の人格を尊重し、常にご利用者の立場に立ったサービスの提

供に努めるとともに、ご利用者及びそのご家族のニーズを的確に捉え、

個別に通所サービス計画を作成することにより、ご利用者が必要とす

る適切なサービスを提供する。 

 （３）ご利用者又はそのご家族に対し、サービス内容及び提供方法について

分かりやすく説明する。 

 （４）適切な介護技術を持ってサービスを提供する。 

 （５）常に、提供したサービスの質の管理、評価を行う。 

（６）居宅サービス計画及び通所サービス計画が作成されている場合は、当

該計画に沿った通所介護及び総合事業を提供する。 
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（職員研修） 

  従業者等の質の向上を図るため次のとおり研修の機会を設けます。 

（１）採用時研修  採用後３ヶ月以内に実施 

 （２）継続研修  年５回 

 

１０．虐待の防止について 

人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げる必要な措置を講じます。 

（１）虐待防止に関する責任者を選定します。 

（２）成年後見制度の利用を支援します。  

（３）苦情解決体制を整備します。  

（４）職員に対して、虐待防止を啓発･普及するための研修を実施します。  

（５）介護相談員を受入れます。  

（６）サービス提供中に、当該事業所職員又は養護者による虐待を受けたと思

われる事案を発見した場合は、速やかに市町村に通報します。 

 

１１．身体拘束について 

原則として身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場

合など、本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられる

ときは、ご本人及びそのご家族に対して説明し同意を得た上で、必要最小限

の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由

及び態様等についての記録を行います。本人または他人の生命身体に対して

危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身体拘束を解きます。 

 

１２．事故発生時の対応 

ご利用者に対する通所介護サービス及び総合事業サービスの提供により

事故が発生した場合は、速やかに市町村、ご利用者のご家族、ご利用者に係

る居宅介護支援事業者、地域包括支援センター等に連絡をするとともに、必

要な対応及び記録を行い、再発を防ぐための対策を講じます。又、賠償すべ

き事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 

 

１３．非常災害対策 

（１）事業所に災害対策に関する担当者（防火管理者）を置き、非常災害対策

に関する取り組みを行います。 

（２）非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及

び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知します。 

（３）定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。 

 

１４．感染症及び衛生管理 

（１）指定地域密着型通所介護の用に供する施設、食器その他の設備又は飲用

に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じ

ます。 

（２）指定地域密着型通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延し
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ないように必要な措置を講じます。 

（３）食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じ

て保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。 

 

１５．運営推進会議 

（１）事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及

び協力を行うなど、地域との交流に努めます。 

（２）当事業所の行う地域密着型通所介護を地域に開かれたサービスとし、サ

ービスの質の確保を図ることを目的として、「運営推進会議」を設置しま

す。 

（３）「運営推進会議」の構成員は、ご利用者、ご家族、地域住民の代表者、

地域包括支援センター又は市町村の職員、地域密着型通所介護について知

見を有する者等とし、おおむね６ヶ月に１回以上会議を開催します。 

（４）「運営推進会議」開催前に、会議の開催に関するご案内および出席依頼を

行いますので、可能な限りご出席いただきますようお願いします。 

 

１６．秘密の保持 

   事業者は、サービスを提供する上で知り得たご利用者及びそのご家族に 

関する秘密を契約中及び契約終了後、第三者に漏らすことはありません。 

 

１７．相談窓口、苦情対応 

（１）サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。 

当事業所お客様相談窓口 

電話番号 ０８８７－５９－２２８７ 

ＦＡＸ番号 ０８８７－５９－２３２６ 

受付担当者 主任生活相談員 小 松 寿 維 

責 任 者 管 理 者   寺 田 義 文 

対応時間 午前８時１５分～午後５時００分 
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（２）公的機関においても、次の機関に対して苦情の申し立てができます。 

高知県国民健康保険団

体連合会（国保連） 

所 在 地 高知市丸ノ内２－６－５ 

電話番号 ０８８－８２０－８４１０ 

０８８－８２０－８４１１ 

ＦＡＸ番号 ０８８－８２０－８４１３ 

対応時間 午前８時３０分～午後５時１５分 

香南市 

香 南 市 役 所 

（高齢者介護課） 

所 在 地 香南市野市町西野２７０６ 

電話番号 ０８８７－５７－８５１０ 

ＦＡＸ番号 ０８８７－５６－０５７６ 

対応時間 午前８時３０分～午後５時１５分 

香南市 

地域包括支援センター 

所 在 地 香南市野市町西野２７０６ 

電話番号 ０８８７－５７－８５１１ 

ＦＡＸ番号 ０８８７－５６－０５７６ 

対応時間 午前８時３０分～午後５時１５分 

香美市 

香 美 市 役 所 

（健康介護支援課） 

所 在 地 香美市土佐山田町宝町１－２－１ 

電話番号 ０８８７－５２－９２８０ 

ＦＡＸ番号 ０８８７－５３－４５７２ 

対応時間 午前８時３０分～午後５時１５分 

香美市 

地域包括支援センター 

所 在 地 香美市土佐山田町宝町１－２－１ 

電話番号 ０８８７－５３－３１２７ 

ＦＡＸ番号 ０８８７－５３－４５７２ 

対応時間 午前８時３０分～午後５時１５分 
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個人情報使用に関する事項 

 

記 

 

１．使用する目的 

    事業所が、介護保険法に関する法令に従い、私の居宅サービス計画に沿って

円滑にサービスを提供するために実施されるサービス担当者会議、介護支援

専門員と事業者との連絡調整等において必要な場合。 

２．使用する期間 

    デイサービスセンター白寿通所介護事業所利用契約書第 2条の契約期間が終

了するまで。 

３．条件 

    個人情報の提供は必要最小限とし、提供に当たっては関係者以外の者に漏れ

ることのないよう細心の注意を払うこと。 
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【説明確認欄】 

 

年  月  日 

 

通所介護及び総合事業利用契約の締結にあたり、重要事項を説明しました。 

 

      事業所   所 在 地 高知県香美市香北町永野 2152番地 

事業者名 香南香美老人ホーム組合 

事業所名 デイサービスセンター白寿通所介護事業所 

 

            説 明 者                    印 

 

   通所介護及び総合事業利用契約の締結にあたり、重要事項の説明を受け、

私（及び私の家族）の個人情報については、上記の記載するところにより

必要最小限の範囲内で使用することに同意します。 

 

 

   年  月  日 

 

デイサービスセンター白寿通所介護事業所 

       管理者   寺 田 義 文  様 

 

 

 

        利用者     住 所                     

  

              氏 名                   印 

 

 

                        

      利用者家族等  住 所                     

 

              氏 名                   印 

 

                       （続柄：         ） 

  

 

（必要時）代筆  住 所                     

 

              氏 名                   印 

 

（続柄：         ） 


